
新たな外国人雇用制度

ー外国人材の育成と職場定着のためにー

特定社会保険労務士 特定行政書士

代表理事 橋本裕介

ブリック労働法務事務所（一般社団法人国際労働法務協会）

尼崎市しごと支援課・兵庫働き方改革推進支援センター



講師紹介
橋本 裕介（はしもと ゆうすけ）

１９８０年４月３日生まれ 兵庫県たつの市出身

特定社会保険労務士 特定行政書士

キャリアコンサルティング2級技能士

• ブリック労働法務事務所 代表 https://brick-office.com/

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2丁目8-11共栄ビル301号

TEL（０６）４４００－０６２３ MAIL yhashimoto@brick-office.info

• 一般社団法人国際労働法務協会 代表理事

• 厚生労働省兵庫働き方改革推進センター 専門相談員

• 京都先端科学大学、大手前短期大学非常勤講師

【略歴】

• 同志社大学文学部社会学科（産業関係学）卒業

• 同志社大学大学院総合政策科学研究科（社会保障政策） 博士前期課程修了

• 同志社大学大学院総合政策科学研究科（社会保障政策） 博士後期課程単位取得退学

• 大手金融機関、厚生労働省（社会保険庁、地方労働局など）、日本年金機構本部事
業企画部門 勤務を経て現職

【著書】

•「外国人雇用書式・手続マニュアル」（2020年・日本法令）など

https://brick-office.com/
mailto:yhashimoto@brick-office.info




ー参考書籍ー

「外国人雇用 書式・手続きマニュアル」日本法令 定価：6,270円（税込）

Amazon外国人部門
ランキング1位



出入国在留管理庁HPより
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出典：JETRO 2023年度海外進出日系企業実態調査より



出典：JETRO 2023年度海外進出日系企業実態調査より



出典：JETRO 2023年度海外進出日系企業実態調査より



技
能
実
習
制
度
及
び
特
定
技
能
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議

第
1
５
回
資
料
よ
り

留学生
など



2023年度
飲食料品製造業
特定技能2号技能測定試験 結果

合格率 ３６．３パーセント

実質的な移民労働者になるための試験





考察①

技能実習を廃止し、新制度では在留期間３年間へ

• ３年間に短縮されその後は特定技能移行（試験あり）

現在の技能実習は最大5年

• 基礎級、随時３級の合格必須化へ（試験免除制度廃止）

技能検定（技能評価試験）の受験有無は？



考察②

新制度の名称候補として「育成就労」

• 技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を

担う「人づくり」に協力することが目的 →監理費は消費税不課税の団体も多い。

「技能実習」の目的は国際貢献

• 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を

必要とする技能を要する業務に従事することが目的 →支援費は消費税課税。

「特定技能」の目的は人手不足解消

• 国内の労働力不足を踏まえ、外国人材を確保し、一定の専門性や技能を有する水

準まで育成することを目的 →監理費（支援費）は消費税課税対象の可能性大。

「育成就労（仮）」は？



考察③

「育成就労」から「特定技能」への移行には
技能と日本語の試験合格を必須化

• 基礎級（初級）→随時3級（専門級）→随時2級（上級）のうち

随時3級（専門級）実技試験合格が必要。

技能試験は現行の「技能検定」または「技能評価試験」を活用か？

• 日本語能力試験N4程度（基本的な日本語を理解することができる）の試験合格

が必要。

日本語の試験とは？





2023年度 日本語能力試験 第1回受験者データ

資料出所 日本語能力試験公式Hより



【参考図書】

流出する日本人―海外移住の光と影
(中公新書 2794)新書 – 2024/3/18

Amazon.co.jp: 流出する日本人―海外移住の光と影 (中
公新書 2794) : 大石 奈々: 本

https://www.amazon.co.jp/%E6%B5%81%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E2%80%95%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E3%81%AE%E5%85%89%E3%81%A8%E5%BD%B1-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-2794-%E5%A4%A7%E7%9F%B3-%E5%A5%88%E3%80%85/dp/4121027949


ご質問・ご相談承ります。

ブリック労働法務事務所（一般社団法人国際労働法務協会）
代表 特定社会保険労務士 特定行政書士

橋本裕介

◎外国人従業員受入支援やアドバイザー（顧問）契約についてもお気軽にお問い合わせください。

〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田2丁目8-11共栄ビル301号

電話
（０６）４４００－０６２３
メール
yhashimoto@brick-office.info

HP
https://brick-office.com/

https://brick-office.com/
mailto:yhashimoto@brick-office.info
https://brick-office.com/
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